
第 5 章 悪 臭

第 1 節 悪臭の現況

我々 か悪臭に対 して も っ て い る嫌悪感や不快感は 、 生活環境、 生活様式、 個人差等に よ っ て異な っ て

い る 。 悪臭に関す る苦情は公害苦情件数のなかでも 特に多 く 昭和 62 年度の悪臭苦情は 30 件で公害苦

情の 23 . 2 % を 占めて い る 。

第 2 節 悪臭防止対策

1 法令 に よ る規制

( 1 ) 悪臭防止法

悪臭公害か ら生活環境を守る ため 、 昭和 46 年 6 月 1 日 悪臭防止法が制定 され、 昭和 47 年 5 月 3 1

日 か ら施行 された。 こ の法律は住民の生活環境を保全する ため 、 住居が集合 して い る地域、 学校 、

病院等の周辺その他悪臭を防止す る必要かあ る と認め られ る 地域を対象 と し愉勃･地域を指定 し、
指定地域内 で"富業活メノに伴 っ て発生する悪臭物質の排出について規制基準を設定する こ と と さ れて
い る 。 しか し 、 工業専用地域については地域の特殊性か ら原則 と して規制地域の対象 と されて いな

ふ、 。

県では昭和 48 年 1 0 月 1 2 日 告示第 767 号で鳥取市ほか 3 市 9 町 1 村を 、 昭和 49 年 7 月 2 日 告示

第 57 1 号で東伯町ほか 4 町を 、 昭和 56 年 3 月 24 日 告示第 283 号で岩美町ほか 4 町 1 村を規制地域

と して指定 し、 5 物質について規制基準を定め 、 ま た 、 同 じ く 5 物質について昭和 56 年 3 月 24 日

告示第 284 号で米子市、 日 吉津村の規制地域の一部拡大を 、 さ ら に昭和 58 年 6 月 7 日 告示第 5 1 3 号

で淀江町の規制地域の一部拡大を行 っ た。

昭和 5 1 年 9 月 1 8 日 悪臭防止法施行令の一部改正に よ り 悪臭物質 と して追加指定 された 3 物質に

ついて は、 昭和 56 年 3 月 24 日 告示第 285 号で鳥取市ほか 3 市 5 町 2 村を 、 昭和 58 年 6 月 7 日 告示

第 5 1 4 号で国府町ほか 1 3 町について規制地域を指定 し規制基準を定めて い る 。

ま た 、 昭和 59 年 4 月 27 日 告示第 359 号で佐治村、 用瀬町並びに中山町を規制地域 と して指定 し、

8 物質について規制基準を定めて い る 。

悪臭規制指定地域内僕事業場等には規制基準の遵守義務が課せ られて お り 、( 知事 ( 指定地域市町　　 　

村長に事務委任 、 ) は 、 事業活動に伴 っ て発生す る 悪臭物質の排出 が規制基準に適合 しない こ と に よ

り 周辺住民の生活環境か損なわれて い る と 認め る場合には 、 施設等の改善勧告 、 更には改善命令を

行 う こ と ができ る 。 現在規制対象 と さ れて い る 悪臭物質は 、 ア ソ モ ー ア 、 メ チ ル メ ル カ ブ タ ン 、 硫

化水素、 硫化 メ チル 、 ト ノ メ チ ル ア ン 、 ニ酸イヒ メ チ ル 、 ア セ ト ア ルプ ヒ ド 、 ス チ レ ン獲ミ物質で
あ る 。
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本県におけ る悪臭規制の状況

規制区域 と 規制基準

表 1 1 5 昭和 48 年 1 0 月 1 2 日 鳥取県告示第 767 号

沫淺興麩(p廓n) ア ソ モ ー ア
メ チツレ メ ル

力 ブ タ ン
硫 化 水 素 硫化 メ チル

ト リ メ チブレ

ア ミ ン

A 2 . 5 1I- 0 002 0 . 02 0 . 0 1 0 . 005

B 3 . O 2 0 . 004 0 . 06 0 . 0 5 0 . 02

C 3 5 5 0 . 0 1 0 2 0 2 0 . 07

表 員 6 昭和 56 年 3 月 24 日 鳥取県告示第 285 号

＼滋"＼-←ト、~~＼逞薹･質、区 域 気強度 (ppm )
二硫化 メ チル ア セ ト ア ルプ ヒ ド ス チ レ ン

規制地域全域 2. 5 0 . 00 9 0 . 05 0 . 4

表 1 1 7 悪臭物質の臭気強度別濃度

養 護
ア ソ

モ ー ア

メ ラブレメ ル

力 ブ タ ン 蒙 簔
硫 化
メ チゾレ

ト リ メ チ

ノレア ミ ン

二硫化
メ チゾレ

ア セ ト ア

ルブ ヒ ド
スチ レ ン 備 考

2. O 0 . 5 0 0005 0 . 006 0 . 003 0 . 00 1 0 003 0 . 0 1 0 . 2

2 . 5 ｣1‘■▲ 0 002 0 . 02 0 . 0 1 0 . 005 0 . 00 9 0 . 05 0 .4
総理府令に よ

る 下限

3 . O 2 0 . 004 0 . 06 0 . 05 0 . 02 0 . 03 0 . 1 0. 8

3 . 5 5 0 . 0 1 0 . 2 0 . 2 0 . 07 0 . 1 0 . 5 2
総理府令に よ
る 上限

4.O 1 0 0 . 03 0 . 7 J1‘- 0 . 2 0 . 3 1 4

入ハ
=V
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表 1 1 8 悪臭規制地域 ( 5 物質分 ア ソ モ ー ア 、 メ チ ル メ ル カ ブ タ ン 、 硫化水素、 硫化 メ チル、

ト リ メ チル ア ソ )

告 示

施行年月 日

規 制 地 域

告 示 ･

施行年 月 日

規 制 地 域

市町村名
地域内 の区分 l

市町村名
地域内 の区分

A B C l A B C

告示

昭和 48 1 0 ‐ 1 2

第 767 号

施行

昭和 48 . 1 0 . 1 2

( 4 市 9 町 1 村 )

鳥 取 市 / ○ ○ I
告示

昭和 甥‐ 7 ‐ 2

第 57 1 号
施行

昭和 49 ‐ 7 . 2

( 5 町 )

八 東 町 ‘ / ○

米 子 市 ノノ ○ ○ l 気 高 町/ ○ ○

倉 吉 市イ ○ ○ I 関 金 町/
′

○

境 港 市 / ○ l 東 伯 町 / ○ ○

国 府 町 ○ ○ l 名 和 町/
/

○

郡 家 町ゾ
′

○

告示

昭和 56 ‐ 3 ‐ 24

第 283 号

施行

昭和 56 ‐ 4 ‐ 1

( 5 町 1 村 )

岩 美 町ノ ○ ○ ○

鹿 野 町 /
/

○ 船 岡 町 メ ○ ○ ○

青 谷 町/ ○ ll 河 原 町 / ○ ○

羽 合 町/ ○ ll 泊 村 / ○ ○

東 郷 町 ○ ○ 西 伯 町 ｣/ ○ ○

三 朝 町 / ○ 会 見 町/ ○

赤 碕 町/
ノ

○ ll 告示昭和 59 . 4 2 7
第 35 9 号

施行
昭和 59. 5 . 1

( 2 町 1 村 )

用 瀬 町ノ ○

日 吉津村/ ○ ○ 佐 治 村 ○

淀 江 町(
ノ

○ 中 山 町
/

○ ○

合 計 4 市 2 1 町 3 村 き )

表 1 1 9 悪臭規制地域 ( 3 物質分 二硫化 メ チル 、 ア セ ト ア ルプ ヒ ド ス チ レ ン )

告示 ･ 施行年月 日 規 制 地 域 規 制 基 準

告示 昭和 56 . 3 24
第 285 号

施行 昭和 56 . 4 1
( 4 市 5 町 2 村 )

/

鳥取市、 米子市( 倉吉市ど 境港市 、 岩美町、 船岡町/
河原町、 泊村( 西伯町ど 会見町《 日 吉津村/

臭気強度 2. 5

告示 昭和 58. 6 . 7
第 5 1 4 号

施行 昭和 58 . 6 . 1 4
( 1 4 町 )

国府雌、 郡家町、 鹿野町/青谷賭 羽合町く 東郷町
三朝町/ 赤碕町イ 淀江町く 八東町、 気高町/ 関金町!
東伯町《 名和町′

臭気強度 2. 5

告示 昭和 59. 4 . 27
第 359 号

施行 昭和 59. 5 . 1

( 2 町 1 村 ) ◇“

用瀬町イ 佐治村、 中山町/ 臭気強度 2. 5

(注) 規制区域を示す図面は 、 県庁環境保全課、 関係市役所及び町村役場公害相 当課に備え置き 、

般の縦覧に供 して い る 。

- 1 1 5 -



( 2 ) 条例に よ る 規制

屋外におけ る燃焼行為に伴い発生す る ばい煙、 悪臭等を規制す る ため 、 昭和 63 年 1 0 月 1 日 か ら 、

ゴ ム 、 皮革、 合成樹脂、 廃油 、 硫黄及び ピ チ並びに こ れ ら を含む物を屋外において燃焼 さ せ る こ

と を 、 禁止 して い る 。
/

悪臭防止対策

悪臭規制地域内において 、 悪臭物質を排出 して い る事業場に対す る施設の改善指導、 悪臭物質の測-
　 　 　 　

一定等に関 しては 、 (、改題社長に権限が委任 されて い る か、 悪臭物質の捕集測魁分析“こっぃては 、 現在の

1-I,‘1℃【-[･[【′,【･
、-

と こ ろ市町村では測定体制の整備が困難なため 、 県は測定、 分析等に関 して積極的な援助を行 っ てい
一 一

る と こ ろ であ る 。 しか しなが ら今後は 、 市町村に即応性のあ る悪臭分析体制が確立 され る こ と が望ま

れ る 。

現在、 法律で規制 されて い る悪臭物質は角 物質に限 られて し 、 る か 、 悪臭物質は他に も 多 く 、 複合悪
　　　 　　

臭 も あ り 、 法規制 と 悪臭被害の実態 と に差があ る こ と 、 更に技術的な面で悪臭物質を的確に把握 し難

い等の問題点があ る が 、 地域住民か ら苦情のあ っ た も のについては 、 発生原因者に対 して施設へ ‐伜ぢ業

方法等の改善等必要な措置に よ っ て悪臭被害を防止す る よ う 指導 して い る 。

な お 、 すべて の悪臭に対処する たぬ環境庁は官能試験法 ( 三点比較式臭袋法 ) の採用 を 自 治体に対

し推進 して お り 、 機器測定法を補完 し悪臭評価に資する こ と を要望 し 、 試験方法等 も 提示 し て い る が、

規制方法や機器整備、 試験パネルの養成確保な ど今後の課題であ る 。
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第 6 章 地 盤 沈 下

本県の地盤沈下は建設省 国土地理院が実施 した水準測量に よ っ て 、 鳥取市本町 ( 遷喬小学校 ) にあ る

一等水準点で昭和 40 年か ら 45 年 ま でに 1 3 8 cm の沈下か観測 さ れた 。

ま た 、 環境庁は昭和 46 年度に地盤沈下 メ カ ー ズ ム研究会に全国調査を委託 し 、 鳥取平野がその対象 と

して概況調査が行われた。

県では 、 こ れを契機 と して昭和 48 年度に専門家に よ る地盤沈下協議会を設置 し 、 昭和 49 年度鳥取市

に水準点 5 ,点を設置す る と と も に国土地理院に水準測量を要請 し 、 その後、 昭和 5 1 ~ 53 年度に県 国

土地理院共同で、 昭和 54 年度以後は県単独で、 水準測量を実施 して い る 。

なお 、 調査対象地域を鳥取県地盤沈下調査協議会報告に基づいて 、 昭和 6 1 年度か ら一部変更 した。

1 昭和 6 0 年度以前の測量 と の相違点

= 沈下がほぼ安定 し て き て い る市街地南部におけ る測量を縮小 した。

昭和 60 年度以前

昭和 62 年度

水準点

水準点

2し点

1 0 ,点

測量延長

測量延長

23 . 1 km

1 4 0 km

、
ノ

( 2 1 千代川左岸の北部地域に仮点 ( 3 地点 ) を設置 し 、 測量を開始 した 。

2 昭和 6 2 年度の測量によ る地盤沈下状況

昭和 6 1 年 7 月 ~ 62 年 7 月 の 1 年間の地盤沈下状況は 、 水準点 1 0 点中最大が秋里 〔 因幡浄苑 水

準点番号 “ ) 〕 の 1 . 30 cm 、 次 し ･ で江津 〔 中央病院 : 水準点番号圏 〕 の 1 .24 cm 、 田 園町 4 丁 目 〔 建設省

鳥取工事事務所 " 水準点番号 ｢建｣ 〕 の 1 4 8 cm と な っ て い る 。

年間 1 cm以 上の沈下が観測 されたのは 3 地点であ り いずれ も 市街地北部の水準点であ る 。

他の 7 地点は 、 年間 1 cm未満の沈下 と な っ て い る 。

市街地南部におけ る沈下状況は 、 寿町 〔 西中正門前 水準点番号 ( 1 ) 〕 で 0 .46 cm、 本町 1 丁 目 〔 遷喬

小 : 水準点番号 1 067 〕 で 0 . 3 9 cm と な っ て い る 。

3 沈下量の推移

昭和 49 年度か ら測量を実施 してい る 4 地点の 中で、 最大の沈下量を示す田園町 3 丁 目 〔 国道 29 号

線田園町交差点北西 l oo m 水準点番号 02 9 一 1 1 9 〕 についてみ る と 、 昭和 49 ~ 55 年度の年間沈下

量は 、 3 . 90 ~ 3 5 5 cm で毎年は “ま同量の沈下であ っ た のに対 し 、 昭和 56年度 2. 6 1 cm、 昭和 57 年度 2. 25

cm、 昭和 58 年度 1 . 1 6 cm 、 昭和 59 年度 1 .0 2 cm と 減少 して き て お り 、 昭和 60 年度は o. 67 cm と 初めて l

cm未満の沈下 と な り 、 昭和 6 1 年度において も 0 . 85 cm 、 昭和 62 年度には 0 65 cm と 1 cm未満の沈下 と な

っ て い る 。

他の地点でも 、 昭和 62 年度の沈下量 と 昭和 49 ~ 6 1 年度の年間沈下量を比較する と 、 年度に よ り 増

減はあ る も の の 、 いずれの水準点 も沈下量は減少 して い る 。

, 3
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ま た 、 昭和 53 ~ 55 年にかけて新たに測量を開始 した 6 地点について も 、 昭和 62 年度の沈下量は以

前に比べて減少 して い る 。

次に水準点の中で年間 2 cm以 上沈下 した地点の数をみ る と 、 昭和 56 年度が 5 地点、 昭和 57 年度が

4 地点 、 昭和 58 年度及び昭和 59 年度が 3 地点、 昭和 60 年度以降昭和 62 年度 ま で 0 地点 と な っ て い

る 。

以 上に よ り 、 全体的にみ る と 、 市街地北部を含め 、 沈下は鈍化の傾向 と な っ て い る 。

地盤沈下原因の推定

鳥取平野は 、 千代川 の流域に発達 した沖積平野で、 層厚 50 m程度の洪積層 と 、 層厚 30 m 程度の沖

積層が発達 し 、 いわゆ る軟弱地層 と な っ て い る 。

地盤沈下の原因について は、 沖積層の粘土層 、 特に軟弱な 上部粘土層 ( 層厚 5 ~ 1 o m程度 ) の圧密

に よ る も の と 想定 される が 、 地質の状況、 地下水利用及び都市化の進捗状況等に よ り 、 地区に よ っ て

沈下量に差が見 られる も の と 思われ る 。

メ
ぬ
軌
V
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水 準 点 番 号 02 9 -- 1 1 9 00 9 -‐ 20 9 ( 1 ) 1 0 67 ｢建｣ 例

秋 里

1 . 3 0

注 2 )
〔 S 5 E; . 7 ~ 62 . 7 〕

1 7 . 2 0

( 2 . 4 6 )

〔 S

な く 8 ) 0 0 9 -‐ 2 1 0 ( 9 ) ( l o)

所 在 地 田園町 3 丁 目 松並町 2 丁 目 寿 町 本 町 1 丁 目 田 園町 4 丁 目 安 長 秋 里 秋 里津
･

孔24

昭和 62 年度の沈下量

〔 S 6 1 . 7 ~ 62 . 7 〕
0 . 6 5 0 . 3 3 0 . 4 6 0 3 9 1 . 1 8 0 . 8 0 0 . 3 7 0 . 5 1

昭和 49 ~ 62 年度の沈下量

〔 S 49 . 6 ~ 62 . 7 〕

( 瓶平均年間沈下量
32 . 0 7

( 2 4 7 )

1 6 . 4 4

( 1 . 2 6 )

1 5 . 8 2

( 1 . 2 2 )

1 1 . 4 6

( 0 8 8 )

注 1 )

〔 S 53 . 7 ~ 62 . 7 〕
2 9 . 5 8

( 3 . 2 9 )

睾 注 2 )

“ ~ 62 ‐ 7 〕
P . 6 3

# . 2 3 )

注 2 )

〔 S 55 . 7 ~ 62 . 7 〕
9 . 5 4

( 1 . 3 6 )

注 2 )
〔 S 55 . 7 ~ 62 . 7 〕

5 . 3 5

( 0 7 6 )

注 2 )

〔 S 55 7 ~ 62 . 7 〕
6 . 3 6

( 0 . 9 1 )

備 考

国道 29 号線田園町

交差点か ら北西

1 0o m

(旧喫茶あ どあ前)

国道 9 号線城北公

園前

( 旧 ホ ルモ ン マ コ

前 )

西中正門前 遷喬小学校 建設省鳥取工事事

務所

因幡浄苑 動 婢 国道 9 号線安長バ

ス停前

荒木神社 工業試験場

,o o ‐4 流 9‐3 9 :7 l 螂 臨 I掛総 て!癒 そ鶚 号線椿 )
1 3 . o 1 3 5 ･ 2 . 6 本町一丁 目 ( 遷喬小 )

下 1 0 . O

5 ･ 4 4 ･ 6 1 5 ･ 1 1 5 , 濃脅柵も寵し蒲 (麓華粕の 量 15 .0
l ( 9

9 ‐ ' 1 7 ‐を 【の 秋里 ( 因総孵 )
(cm) 20 . o

29 ‐ 9 30 6 3 1 ‐4 32 ･ 1 “ - - 中海叢綸園田町園交町差三点輩西 螂 m )
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図 1 0 鳥取市地盤沈下等量線図 ( 昭和 6 1 年 7 月 ~昭和 62 年 7 月 の沈下量

、 、 ｢ ゞ ＼ 、

　 　 　 　 　 　 　　　 　 　 　　　　 　 　　 　　. ･ ′ し, ･ . へ
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第 7 章 そ の ほ か の環境汚染物質

第 1 節 休廃止鉱山 の重金属

｢農用地の土壌の汚染防止等に関す る法律｣ ( 昭和 45 年 1 2 月 25 日 法律第 1 3 9 号 ) では土壌汚染の原

因 と な る物質の う ち 、 人の健康上問題があ る も の と して カ ド ミ ウ ム が 、 又農作物の生育上問題があ る も

の と して銅、 砒素が指定 さ れて い る 。

カ ド ウ ム については玄米中の含有量 1 勿 /弩以 上、 銅については土壌中の含有量 1 25 吻 / 彰以 上、

砒素については土壌中の含有量 1 5 勿 / 拗以上の も のがそれぞれ被害があ る と さ れて い る 。

休廃止鉱山 のなかで、 現在ま で鉱害 と し て問題にな っ て い る も のは 、 岩美町荒金の岩美鉱山 、 鳥取市

百谷の百谷鉱山であ る 。

〔 岩美鉱山 〕 明治 22 年に開坑 された鉱山で、 銅を含んだ鉱水は下流の小田川流域の水田約 140 ヘ ク タ ー

ルに被害を及ば し 、 昭和 46 ~ 47 年にかけて実施 した巍査では 88 検体の玄米の ぅ ち 22 検体の玄米に 力 甑
ド " ウ ム の人為的汚染 ( カ ド ミ ウ ム 0 .4 吻 / k“以 上 ) が認め られたが、 食品衛生法 上食品 と して取 り 扱わ

れない カ ド ミ ウ ム 1 吻 / k“以 上を含む玄米は認め られなか っ た。

ま た 、 土壌については 、 昭和 54 ~ 60 年にかけて実施 した調査で米の収量に影響があ る と 判断 され る

1 2 5 舛 / kタ 以 上の銅を含む土壌が 1 8 1 地点中 92 地点あ り 、 こ の調査結果に基づき 、 小田川地域の農用地

53 .4 m ( 台帳面積 ) を農用地土壌汚染対策地域 と して昭和 6 1 年 2 月 1 4 日 指定 した 。 ま た 9 月 24 日 、

農用地土壌汚染対策計画及び公害防止事業費事業者費用負招 。十画を樹立 し 、 昭和 62年度か ら公害防除特

別土地改良事業に着工 した。

なお 、 鉱害対策 と して昭和 47 ~ 60 年度に事業費累。十 940 , 86 2 千円 で鉱水処理施設 、 沈殿物たい積場の

設置及び整備、 捨石たい積場の防護施設工事堆積場鉱害防止工事等を行っ て きたが、 昭和 62 年度は事業

費 6 1 , 448 千円 で鉱害防止工事等を実施 した。

〔 百谷鉱山 〕 開坑の歴史は古い鉱山で、 昭和 47 ･ 48 年度に 、 下流 20 ヘ ク タ ー ルに実施 した覊査では、

玄米 26 検体の ぅ ち ･ 人為的汚染 ( カ ト ウ ム 0 4 笏 / 婚以 上 ) の認め られた も のか 2 検体あ っ た 。 土壌 簔 )
では銅 1 25 勿# / 婚以 上の も のが 23 地点の う ち 7 地点認め られた。

鉱害対策 と しては百谷鉱業㈱は、 昭和48年に銅の高汚染地域 1 . 1 ヘ ク タ ー ル の客土事業 と 坑 口 の完全

閉鎖、 農業用水路の新設等を行い現在に至 っ て い る 。

第 2 節 水銀等重金属類の汚染状況

水銀等に よ る環境汚染 、 食品汚染の実態を知 る ため 、 農用地について土壌、 農作物覊査を実施す る と

と なこ 、 県内魚介類 1 0 検体、 県外魚介類 1 0 検体について魚ヂ類調査を行 っ た 。 そ の結果は表の と お り

であ る 。
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1 土壌、 農作物圃査

　　　　　　 　 　　　　　　 　 　　　　　　　　
した。

その結果についてみ る と 、 玄米中の カ ド ゥ ム含有量は 1 7 地点平均で 0.30 吻 / 埒 であ り 、

衛生法｣ で定めて い る玄米の カ ト ミ ウ ム 基準値 1 吻 / k夕を 上回 る も のはなか っ たが 0.4 勿 /

る も のが 4 地点で検出 されて い る 。

｢食品

0 .4 勿 / k夕を こ え

表 1 2 1 玄米 、 土壌中の重金属調査結果 ( 単位 勿 / kの

地 区
玄 米 中 の カ ド ミ ウ ム

凋査地点数 最高値~最低値 平均値

岩美町大字荒金

" 院内

" 高住

" 岩常

河崎

" 太田 1兵(4つムr(〕“444
0 . 0 9

0 . 0 7

0 . 42 ~ 0 1 6

0 . 3 7 () 0 . 0 6

0 . 94 () 0 . 04

0 . 6 0 () 0 . 1 7

0 0 9

0 . 07

0 . 2 9

0 . 26

0 . 43

0 . 34

合 話 1 7 0 . 94 ~ 0 . 04 0 30

(注) 昭和 62 年度農蚕園芸課調査

2 魚介類調査

県内産魚介類 1 0 検体 、 県外産魚介類 1 0 検体について総水銀の凋査を行 っ たが

制値 ( 昭和 48 年 7 月 23 日 厚生省暫定的規制 ) 総水銀 0. 4 ppm を下回 っ て い る 。

表 1 2 2 魚介類調査結果

区 分
総 水 銀

備 考
検体数 適 不 適 最高値 最低値 平均値

県内水場魚介類 1 0 1 0 O
P皿

0 1 4

P廓

N D

Pm1

0 . 04

県外水場魚介類 1 0 1 0 O 0 2 1 N D 0 . 06

。十 20 2 0 O 0 2 1 N D 0 . 0 5

(注) 昭和 62 年度衛生課覊査

- 1 23 一
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第 3 節 P C B の汚染状況

P C B に よ る食品の汚染の実態を知 る ため暫定的規制値の設け られている食品 30 検体の調査を行 っ た

が いずれ も暫定的規制値 ( 昭和 47 年 8 月 24 日 厚生省暫定的規制 ) を下回 っ て いた。

表 1 2 3 食品調査結果

種 類 別
総検

体数

検 出 値
暫定的
規制値

適 不適 備 考
最高値 最低値 平均値

魚介類
県内水場

遠洋沖合
魚 介 類

3 o崩すm o ぶ戸 o ぶ戸
PP]m

0 . 5 3 O

かれい 、 は ま ち 、 はた 、

と び う お 、 さ ば、 いか 、

かつお、 いわ し 、 たい 、

あ じ 、 か ます、 さ ん ま 、

ば ら 、 めば る

内海内湾
魚 介 類

7 0 .04 N D 0 . 02 3 7 O

県外水場
遠洋沖合

魚 介 類
7 0 . 06 0 . 02 0 . 03 0 . 5 7 O

内海内湾
魚 介 類

3 0 . 05 N D 0 . 02 3 3 O

。十 20 0 . 06 N D 20 O

牛 乳
ll

乳 製 品

肉 類 8 N D N D 0 5 8 O 牛肉 、 豚肉 、 鶏肉

卵 類 2 N D N D 0 . 2 2 O 鶏卵

合 。十 30 30 O

(注) 昭和 62 年度衛生課調査

N D 検出 さ れず ( 0 0 1 未満 )
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第 8 章 廃 棄 物

経済の成長、 生活水準の向 上に伴 う 各種廃棄物の量的増大 と 質的変化には著 しい も のがあ り 、 こ れ ら

の現状に対処 し 、 廃棄物を適正に処理す る ため 、 昭和 45年廃棄物の処理及び清掃に関す る法律 ( 以下

｢廃棄物処理法｣ と い う 。 ) が制定 され、 翌年 9 月 施行 された。

廃棄物は 、 次表に示す と お り 事業活動に伴 っ て排出 され る も の の う ち法令で特定 された産業廃棄物 と 、

それ以外の一般廃棄物に分類 さ れる 。 一般廃棄物 と 産業廃棄物は 、 それぞれの処理体系に従 っ て処理 さ

れ る が、 一般廃棄物の処理鱒市町村の固有事務 と され、 噂業廃棄物は排出事業者の処理責任が明定 さ れ
　　 　　　 　 　 　

ている 。

表 1 24 廃棄物の分類

　　　　　　　　
( 事業系一般廃棄物 )

ご み

　 　　　　　　　　　　　廃 棄 物

( 法第 2 条第 3 項 )

第 1 節 一般廃棄物の現況

一般廃棄物は 、 し尿 と ごみに大別 され る が、 市町村は こ れ ら の処理について 、 廃棄物処理法に定め る

と こ ろ に よ り 、 所定の計画を策定 し 、 こ れに基づ き収集、 運搬、 処理処分をす る こ と にな っ て い る 。

) 収集 された一般廃棄物を生活環境の保全上支障のない よ う 適正 に処理処分する ため 、 各市町村におい
て廃棄物処理施設の整備に努めて い る 。

し尿処理

し尿の処理については 、 公共下水道の整備に よ り 下水道終末処理施設で処理す る こ と が望ま しいか、

下水道未整備の地域においては浄化槽が普及 しつつあ る 。

しか し 、 大半の家庭は 、 く み取 り 便所であ り 、 こ れ ら の く み取 り し尿及び浄化槽汚でい等は 、 し尿

処理施設等において衛生処理する必要がある 。 昭和 6 1 年度における し尿の処理状況について は 、 図 1 1

に示す と お り であ る 。

し尿処理施設の整備状況等は表 1 25 に示す と お り であ るか/処理率の向 上及び施設の老朽化等に伴

- 1 25 -



う 新増設及び更新を関係市町村において検討す る必要があ る 。

な お 、 下水道計画区域外の地域において 、 し尿 と 雑排水を管 き ょ に よ り 集水処理 して い る 地域 し尿

処理施設の整備状況は表 1 25 の と お り で あ る 。

図 1 1 し尿処理の状況 ( 昭和 6 1 年度実績 )

処理人 口等 ( 単位 人 ) 処理系統図 ( 単位 k “ /年 ) 収集 し尿処理内訳比率

①

総

人

口

62 1 . 503

②

麩

援
人
口

62 1 , 503

③

雍
人
口

2 1 4 , 1 82

⑤公共下水道
人 口 67 , 20 1

⑥浄化槽人 口
1 42 ,434

⑦地域 し尿人
ロ 4 ,547

④

斐
失
口

407 , 3 2 1

⑧

醸十
実
口

3 1 5 , 653

⑨ 自 家処理人
口 9 1 , 668

し 尿 処 理

施 設

89 . 9 %

下水道投入
1 0 1 %

〆
=
＼

排水

水 道 終 末 処 理 場

排水 ~簾業蟻蓼手水選を む

排水 >@ し 尿 処 理ぢ
⑬泥でい

し尿 42 , 22 1
1 43 894 ⑬ し 尿処理施設

し尿

20 , 90も@ 下 水 噸皺)

　　　 　 　　

計 画 区 域 率 ② /① × 1 00 三 1 00 0 %

水 洗 化 率 ③ / ① × 1 00 三 34 ‐ 5 % 強麓茶灘箋イヒ率 ⑥ /① × 1 00 三 1 0 8 % 焦⑥ /① × 1 0 0 = 22. 9 %

非 水 洗 化 率 ④ / ① × 1 00 = 65 . 5 %

。十画収集率A ⑧ /① × 1 00 = へ 50 .8 % 。十画収集率 B ⑧ /④ × 1 00 = 77 . 5 %

自 家処理率A ⑨ / ① × 1 00 三 14 . 7 % 自 家処理率 B ⑨ /④ × 1 00 な 22 . 5 %

1 人 1 日 当た り し尿収集量 1 人 1 日 当た り 浄化槽汚でい収集量

( ⑲+⑪-⑬ ) × 1 03 ÷⑧÷ 365 セ 1 .43 “ / 入 日 ⑬ × 1 0 3 ÷⑥÷ 365 三 0 .8 1 “ / 入 日

1 人 1 日 当 た り し尿排出量

( ⑱ +⑪十⑫-⑮ ) × 1 0 3 ÷④÷ 365 = 1 .45 “ / 入 日

- 1 2 6 -



表 1 25 し尿処理施設の整備状況 ( 昭和 62 年 3 月 末現在 )

設置主体名

施 設 の

名 称

施設の所在地

A

施設の

規 模

( k“/ 日 )

処理方式

稼動開

始年月

B

昭和 6 1

年度中の

年間処理
実 績
(k“ /年)

B

A × 365

残渣量

( t /年)

東部広域行

政管理組合
因幡浄苑

鳥取市秋里

1037 番地
170

好 気 性

消 化
46 . 1 1 49 , 493 0 . 80 1 1 9

中部広域行

政管理組合

日 の 宮

浄 苑

倉吉市小田字

日 の宮 3 番地
1 20

嫌 気 性

消 化
40 . 7 44 , 4 1 3 1 . 0 1 1 , 2 1 5

米子市ほか

9 か町村衛

生施設組合

米 子 市

浄 化 場

米子市安倍

2 14 番地

56
嫌 気 性

消 化
39 . 1 1 4, 045 0 . 6 9 7 1

1 20
好 気 性

消 化
49 . 1 2 3 3 , 770 0 . 7 7 1 7 1

白 浜

浄 化 場

西伯郡淀江町

中間 856 番地
80

好 気 性

消 化
42 . 4 23 , 1 78 0 . 7 9 42 6

境 港 市
境 港 市

浄 化 場

境港市小篠津町

無番地
56

嫌 気 性

消 化
39. 4 1 5 , 443 0 . 7 6 ＼

＼逕9
日野町 ･ 江

府町 ･ 日 南

町衛生施設
組 合

清 化 園
日 野郡江府町大字

佐川 2 番地
30

二段活性

汚 で い
58. 3 5 , 773 0 . 5 3 43

計 632 // 186, 1 1 5 0 . 8 1 2 , 3 1 4

＼＼

表 1 2 6 地域 し尿利理施設の整備状況 ( 昭和 62 年 3 月 末現在 )

市讓名＼＼項 目 処 理 方 式
計画処理人 口

圦)

実 処 理 人 口

圦)

計 画 1 日
最大汚水量

く ず / 日 )
竣 工 年 月

米子市河崎団地

汚 水 処 理 場
長時間ぼ っ 気 3 ,00O 2 , 0 1 5 900 48 年 3 月

米子市富益団地

汚 水 処 理 場
イン 2 , 000 984 600 55 年 3 月

米 子 市 旭 が 丘

汚 水 処 理 場
れソ 480 422 1 20 55 年 3 月

境港 市 幸 神 町

汚 水 処 理 場
れソ 1 , 250 1 , 1 2 6 4 6 9 56 年 3 月

船岡町新庄地区

鰔啄処理施設
接 触 は っ 気 254 O 94 62 年 3 月

- 1 27 -



ごみ処理

地域住民の 日常生活に伴 っ て排出 され る ごみは 、 量的には増大傾向か ら横ばいの傾向 に転 じて い る

が、 質的にはなお多様化の傾向をた ど っ て い る 。

昭和 6 1 年度におけ る ごみ処理の状況は 、 図 1 2 及び図 1 3 の と お り であ る が 、 市町村の収集計画に よ

り 収集 さ れて い る も のは 、 計画処理区域内 の総排出量の 78. 0 % 、 事業系一般廃棄物等直接搬入量は

1 1 . 8 % 、 自 家処理量は 1 0 . 2 % であ る 。

な お 、 ごみ処理施設整備状況は 、 表 1 27 、 表 1 28 の と お り であ る 。

図 1 2 ごみ処理の状況 ( 昭和 6 1 年度実績 )

処理人 口 等 ( 単位 人 ) 処理系統図 ( 単位 ト ソ /年 )

1 45 , 78 1敷湧 145' 67 6 鬮圏ト" ■ q
22 , 682 1 05 1 5 , 6 09 6 1 立63 3, 260

⑤
収
集
総
量

1 7 3 ' 1 9 1 4 ' 728 8 燈馳産衾 栩52

①

総

人

口

62 1 , 50 3

②

麩

援
人
口

62 1 , 503

③

議
笑
口

5 93 , 0 1 8

曾
楚
実

28男485

武 口 口 ④ ⑥直接搬入 ごみ 62 1 6 , 049 3 093
26 , 2 96 3, 236

計画収集区域率 ② / ① × 1 00 二 1 00 . 0 %

。十 画 収 集 率 ③ / ① × 1 00 = 95 .4 %

1 人 1 日 当た り ごみ排出量 A ⑤ × 1 0 6 ÷③÷ 365 = 800 ゲ / 入 日

1 人 1 日 当た り ごみ排出量 B ( ⑤+⑥十⑦ ) × 1 0 6 ÷②÷ 365 = 97 9 夕 / 入 日

図 1 3 計画処理区域内 におけ る ごみ処理の状況

資源化 自 家処理
3, 97 9 t /年 22, 643
( 1 . 8% ) t /年

34, 1 62 計画処理

　 　　 　　　　　 　　　( 1 5 . 4% )

( 1 oo % ) t /年

( 72 . 6 % ) (注) 埋立処分には 、 残灰は含ま ない
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表 1 27 ごみ処理施設 (粗大 ごみ処理施設を除 く ) 整備状況

O

○

く昭和 62 年 3 月 末現在)

設置主体名 施設の名称 施設の所在地

A

施設

の規

模

( t/日 )

炉 型 式

稼動

開始

年月

B

日召 春ロ 6 1
年度中の
年間処理
実 績
( t/年 )

稼動率
B

輪綴)

残渣量

( t/“歪め

鳥 取 市
神 谷
清 掃 工 場

鳥取市西今在家
22 7

1 80
連 続
燃 焼 式

49. 1 1 46 , 620 0 . 74 8 746

国 府 町 こ く ふ浄苑
国府町岡益

524 、 5 25
6
機 械 化
バ ッ チ式

46 . 1 2 1 , 668 1 . 08 1 1 6

岩 美 町 岩 美 町
清 掃 工 場

岩美町大字浦富
字坊谷

30 イン 53 . 6 3 , 060 0 . 48 3 7 1

福 部 村 福 部 浄 苑
福部村大字中

1 09
6 パン 50 . 4 997 0 . 54 1 00

河 原 町
河 原 町
ごみ処理場

河原町大字郷原
434 -‐ 2

5
固 定
ハ ッ チ式

46 . 4 5 7 0 5 7 5

8
機 械 化
ハ ッ チ式

52 . 4 1 , 50 3 0 63 98

若 桜 町
若 桜 町 営
塵芥処理場

若桜町大字浅井 1 0 れソ 5 1 . 5 1 , 0 70 0 . 38 93

智 頭 町
智 頭 町
塵芥処理場

智頭町大字市瀬
1 643 - 2

8
固 定
バ ッ チ式

44. 6 1 , 7 80 0 . 7 5 97

八 頭 東 部
衛生施設組合

組 合 立
ごみ処理場

船岡町大字水 口
1 42 - 2

20
機 械 化
バ ッ チ式

50 . 1 0 3 , 6 2 1 0 . 6 2 1 7 5

佐治用瀬ごみ
処理施設組合

メソ
佐治村大字葛谷
字水工谷478 2

1 2 イン 48 . 7 1 , 5 2 7 0 . 4 3 5 9

気 高 郡
衛生施設組合

イン
気高町大字八束
水字ガ ー カ 谷

20 イン 盤. 4 5 , 820 0 9 7 45 5

中 部 広 域
行政管理組合

向 山
清 掃 工 場

倉吉市和田東町
893

36 イン 44 . 8 10 , 3 78 L 05 1 , 09 2

東 伯
清 掃 工 場

東伯町田越 1 04 50 イン 49 . 1 2 1 4 , 3 75 1 . 0 5 1 , 4 38

赤 碕 分 場
赤碕町箆津

5 14 - 2
5 イン 45 . 3 773 0 5 9 7 7

米 子 市

米 子 市 営
塵芥処理場

米子市長砂町
946 -‐ 2

60 メソ 46 . 1 0 O O O

米 子 市
清 掃 工 場

米子市河崎
3333

2 90
連 続
燃 焼 式

54. 4 43 , 6 2 3 0 . 46 5 , 0 6 7

境 港 市
境 港 市 営
塵芥処理場

境港市福定町
673

30
固 定
バ ッ チ式

4 1 . 4 7 , 036 0 . 7 9 77 3

20 れソ 48 . 4 4 , 45 1 0 78 389

西伯町外2ケ町

清 掃 施 設

管 理 組 合

新 宮 谷
焼 却 場

西伯郡大字法勝
寺字新宮谷22 1

7 メソ 47 . 5 O O O

能竹焼却場 西伯町能谷 10
機 械 化
ハ ッ チ式

55 . 6 1 , 6 55 0 . 54 93

日 吉 津 村
日 吉 津 村
塵芥処理場

日 吉津村 日 吉津
1 866

3
固 定
バ ッ チ式

44. 2 O O O

3
機 械 化
バ ッ チ式

56 . 1 9 1 9 1 0 3 24

- 1 2 9 -



設置主体名 施設の名称 施設の所在地

｢

A

施設

の規

模

( t/日 )

炉 型 式

稼動

開始

年月

B

昭 和 6 1
年度中の
年間処理
実 績
( tそり

稼動率
B

余 資 燐

残渣量

( tノイリ

淀 江 町
淀 江 町
ごみ焼却場

淀江町大字福岡
字高尾谷

10
機 械 化
バ ッ チ式

53 . 4 1 , 854 0 82 1 68

大 山 町

大 山 町
塵芥処理場

大山町上方 2 1 2 5
固 定
バ ッ チ式

46 . 9 O O O

大山町環境
美化センタ ー

大山町豊房 1 2
機 械 化
バ ッ チ式

56 . l 1 , 2 04 0 33 45

名 和 町
名 和 町
塵芥処理場

名和町大字大塚
877 - 2

3
固 定
バ ッ チ式

44 4 776 0 99 5 2

5
機 械 化
バ ッ チ式

5 1 . 4 1 , 3 1 6 0 . 85 83

中 山 町 中 山 町 営
塵芥処理場

中山町羽田井字
中山原 14 19 22 6

5 イン 49 7 1 , 6 0 7 1 . 04 54

日 野 町
日 野 町
塵芥処理場

日 野町黒坂 187

3
固 定
バ ッ チ式

45 . 7 5 1 9 0 . 58 34

5
機 械 化
バ ッ チ式

53 . 4 864 0 5 8 56

日 南 町
日 南 町
ごみ焼却場

日 南町生山 450 7
固 定
バ ッ チ式

48 5 1 , 587 0 83 55

江 府 町
江 府 町
塵芥処理場

江府町江尾 475

2 イン 45 2 2 1 1 0 34 1 1｢

5
機 械 化
バ ッ チ式

54 . 4 1 , 4 24 0 92 7 1

溝 口 町
溝 口 町
塵芥処理場

溝 口町上野 カ マ
谷 1 1 0 一 1

2
固 定
ハ ッ チ式

45 . 4 O O O

7 メソ 50 . 4 1 , 8 1 6 0 . 84 96

。十 890// 164, 1 1 1 / 19, 993

表 1 28 粗大 ごみ処理施設
(昭和 62 年 3 月 末現在)

設置主体名 処理場名 型 式

A

公称能力
( t/日 )

稼動開始

年 月

B

年間処理
実 績
( t/年)

。十量

C

稼動 日 数

中部広域行政
管 理 組 合

向 山
清 掃 工 場

圧縮 破砕併用 5 0 48 . 4 5 , 380 有 2 7 3

西部広域行政
管 理 組 合

中海処理場 圧縮 . 破砕併用 1 0 0 48 . 8 1 0 , 6 28 有 2 9 7

。十 1 5 0 / 16, 00 8 ///
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3 最終処分場

収集 された廃棄物は、 可能なかぎ り 焼却 、 破砕等の中間処理を行 っ た後、 最終処分場において埋立

処分 されて い る 。

市町村か確保 して い る最終処分場は表 1 29 の と お り であ る が 、 今後生活様式の変化等 と ごみの 中に

含 ま れ る不燃性分の増大及び既存の処理場の埋立完了 に伴い 新たな用地の確保を関係市町村におい

て検討 してゆ く 必要があ る 。

表 1 29 ごみ埋立処分地整備状況

の

(昭和 62 年 3 月 末現在)

設置主体名 埋 立 地 名 所 在 地
埋立て

開 始

年 月

埋立て

終了子
定年月

面 積

( # )

全 体
容 量

くず)

残 余

z々 量

くず)

6 1年度
埋立て

実 績
(ガン年)

東部広域行政
管 理 組 合 /

末恒不燃物処理場 鳥取市伏野 2228 5 9. 4 69 . 3 42 00 0 450 , 90 0 364 , 1 0 2 26 , 3 5 2

岩 美 町
岩 美 町 清 掃
工 場 灰 捨 場

岩美町大字恩志
字奥飯部

53 . 9 68 . 8 95 0 5 , 70 0 2 , 6 1 6 3 95

国 府 町 こ く ふ 浄 苑
国府町大字岡益

524
46 . 1 2 6 1 . 3 95 0 4 , 1 0 0 38 0 1 20

福 部 村 ((福部村残渣処分地 福部村大字中 50 4 66 . 3 債@＼ ( 1 , 唄う 875 1 06

青 谷 町 ,痘建家庭鰯
青谷町大字蔵内

2 1 3
56 . 3 59 3 682 1 , 0 2 3 2 6 30

河 原 町 河原町 ご み埋立地
河原町大字中井

437
47 . 4 65 3 5 , 700 17 , 1 00 5 , 2 3 6 5 3 3

若 桜 町/
若 桜 町 営
不 燃 物 処 理 場

若桜町大字浅井 46 . 4 67 . 3 4 , 5 5 3 22 , 7 6 5 6 45 3 87 2

中部広域行政
管 理 組 合

向 山 埋 立 地 倉吉市和田東町 44 . 8 59 . 3 6 , 00O 1 7 , 0 0 0 96 3 O

東 伯 埋 立 地 東伯町大字田越 49. 1 2 65 . 3 1 0 , 000 1 00 , 000 78 387 1 , 438

/ 岡 埋 立 地 倉吉市岡 55 1 2 62 . 3 6 , 984 30 , 82 2 5 , 1 0 0 O

上 神 埋 立 地 倉吉市上神 1 20 7 53 . 6 62 . 6 6 , 087 29 , 6 2 9 2 , 20 0 4 , 500

名 和 町
名 和 町 焼 却
残 渣 埋 立 地

名和町西坪
1075 - 1

59 . 4 62 . 3 2 , 783 900 1 00 1 5 0

日 吉 津 村
日 吉 津 村
残 灰 埋 立 地

日 吉津村 日 吉津 46 . 4 59 . 3 1 2 0 主観0 ノ O 24

境 港 市 ン ′ 不 燃 物 埋 立 地 境港市波町 1 1 9 46 5 63 3 1 1 , 8 2 7 75 , 3 97 4 , 1 3 3 4 , 1 0 5

淀 江 町/
佐 陀 不 燃 物
処 理 場

淀江町大字佐陀
字灘浜 145 6 1

5 1 4 60 3 89 2 3 5 70 6 1 2 O

西部広域行政
管 理 組 合

米 子 市 祇 園 町沖
米子市祇園町 2
丁 目

47 1 1 62 3 2 33 , 76 6 94 1 , 6 00 O 2 1 , 2 00

。十 // 334, 1 7 5 1 702 , 588 47 1 , 7 8 3 59 , 82 5
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浄 化 槽

近年、 生活水準の向上、 生活様式の変化等に伴い 、 便所の水洗化への要望かたか ま り 、 県内 の浄化

槽の設置基数 も 毎年約 2 , 000 基程度増加 して お り 、 昭和 62 年度末には 30 , 440 基を教えて い る 。

浄化槽の構造、 設置工事、 保守点検 清掃等を適正に実施 し てゆ く ため 、 新たに ｢浄化槽法｣ (昭

和 58 年法律第 43 号。 以下 ｢法律｣ と い う 。 ) が 、 昭和 60 年 1 0 月 1 日 か ら全面施行されたこ と “こ伴い、

浄化槽保守点検業者の登録制度に係 る ｢ 鳥取県浄化槽保守点検業者の登録に関す る条例｣ ( 昭和 60 年

鳥取県条例第 20 号。 以下 ｢条例｣ と い う 。 ) 及び新 し く 浄化槽の性能及び設置等につい て事前に指導

す るための ｢ 鳥取県浄化槽指導要綱｣ (昭和 6 1 年 4 月 ) を策定 し 、 市町村及び関係業界 と協力 し て適

正な浄化槽の設置、 維持管理に努めて い る 。

浄化槽の設置基数の推移及び各保健所管内別設置基数は、 それぞれ図 1 3 及び表 1 30 に示す と お り で

あ り 、 法律及び条例の規定に よ り 知事の登録等を受けた浄化槽工事業者及び浄化槽保守点検業者の数

は表 1 3 1 表 1 32 の と お り であ る 。

/‘情
文

図 1 4 浄化槽設置基数の推移

35 , 0 00

30 , 440

28 , 24730 , 0 00

25 , 0 00

20 , 3 1 5

1 8 , 7 3 220 , 000

1 6 ,5 5

1 4 ,9 68

〕 1 f 1 5 , 0 00 1 1 , 5 36 13 ,o 1 9

翳 萃 53 54 55 56 57 58 59 60 6 1 62
案 " " " " " “ " " " "
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表 130 保健所別浄化槽設置基数

( 昭和63年 3 月 末現在 )

人糟 、＼~＼遜健所 鳥 取 郡 家 倉 吉 米 子 根 雨 。十

~ 20 8 , 860 1 , 762 4 , 846 8 759 405 24 632

2 1 ~ 50 1 , 0 1 9 1 90 875 1 448 1 02 3 , 634

5 1 ~ 1 00 3 58 69 3 1 2 549 52 1 , 340

1 0 1 ~ 200 1 34 26 1 1 8 1 62 20 460

20 1 ~ 300 54 1 4 55 74 1 0 207

30 1 ~ 500 32 5 2 5 4 1 4 1 07

小 。十 1 0 ,457 2 , 066 6 , 23 1 1 1 , 033 5 93 30380

5 0 1 ~ 1 , 0 00 1 5 2 5 2 5 1 48

1 , oo l ~ 2 , 000 2 3 5

2 , 0 0 1 ~ 3 ,0 00 3 3

3 , 00 1 ~ 4 ,00O 性･上 1 2

4 , 00 1 ~ 11- 1 2

小 口十 1 9 2 6 32 1 60

合 。十 1 0 ,476 2 ,068 6 , 237 1 1 , 065 594 30 ,多田

表 1 3 1 浄化槽工事業者数
( 昭和63年 3 月 末現在 )

項 目 登 録 業 者 届 出 業 者 合 。十

業 者 数 18 1 53 1 7 1

表 132 浄化槽保守点検業者数 ( 昭和63年 3 月 末現在 )

保 健 所 名 鳥 取 郡 家 倉 吉 米 子 根 雨 合 。十

業 者 数 20 2 7 32 2 63

圏 業者数 と は 、 主た る営業所の所在地に よ る 。

- 1 33 -



5 監視 ･ 指導状況

廃棄物処理法第 19 条に基づ く 立入検査状況は次表の と お り であ る 。

表 133 廃棄物関係監視 指導状況
( 昭和62年度 )

＼
一 般 廃 棄 物

下榮

水鎚
道波 合計し尿処理施設 浄化槽 み処理施設

粗処

大理

ご施

み設 その他 小計
立 入 検 査件数 1 1 0 986 1 0 1 5 60 1 , 26 2 63 1 325

理化学検査件数 135 32 1 9 5 3 6 587 62 649

=

　　
第 2 節 産業廃棄物の現況

事業活動に伴 っ て排出 され る 産業廃棄物ま ･ 生産活動の拡大に よ り 増加の一途をた ど り ･ ま た ･ 質的 《
に も 多様化す る状況にあ る 。

′ f iI 本県において は 、 昭和 56 年度に昭和 55 年を基準年 と した産業廃棄物実態掲査を行い 、 こ れを基に昭

義 赤.臨 月 廃棄物処理法“規定礎“綱目標年度。昭和 鋳 年 と す . ｢ 鳥取県産業廃棄物処理口十和 57 年 7 月 廃棄物処理法の規定に基づいて 。十画 目 標年度を昭和 65 年 と す る ｢ 鳥取県産業廃棄物処理。十

画｣ を策定 し 、 。十画の推進に努めて い る 。

1 産業廃棄物処理計画の概要

( 1) 産業廃棄物の発生状況

昭和 55 年に おけ る 産業廃棄物の発生量は表 1 33 の と お り であ り 、 業種別では 、 製造業が発生量

の 46 6 % を 占め最 も 多 く 次いで農業の 32 %であ り 以下鉱業 1 1 1 % 、 建設業 7 2 % と な っ

て い る 。

又 、 種類別では 、 無機性汚でいか 36 5 % を 占め最 も 多 く 次いで家畜ふん尿 32 2 % 、 有機性汚

でい 23 4 % と な っ て い る 。

表 1 34 昭和 55 年全域推。十発生量

( t /年 ) 《

総 。十 漁業 鉱 業 製造業
卸 ･
小売業

道 路
運送業
轢 :
水道業

サ ー ビ

ス 業
建設業 農 業

総 。十 2 , 848 ,6 3 1 1 1 1 3 1 6 3 1 9 1 , 3 2 6 , 589 4 1 74 980 70 , 886 4 ,85 1 205 , 2 55 9 1 9 ,46 6

燃 え か ら 1 , 9 1 5 O O 1 , 9 1 0 O O O O 5

。十

汚でい 無 機 性 汚 で い

有 機 性 汚 で い

1 , 707 , 425 O 280, 03 5 L 1 84 , 385 907 58 70 , 723 9 1 3 1 70 ,404

無 機 性 汚 で い

有 機 性 汚 で い

1 , 040 ,803

666 6 22 ÛハU
280 , 0 3 5

O

589 , 009

5 95 ,376

907

O

58

O

O

70 ,7 2 3

390

523

1 70 ,4 04

O
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の

総 。十 漁業 鉱 業 製造業
卸 ･
小売業

道 路
運送業

電気 ･
ガト ス ･

水道業

サー ビ

ス 業
建設業 農 業

。十

一 般 廃 油

廃 油 園 型 油

油 で い

2,365 75 11 404 1 ,3 09 1 40 5 4 1 1 20

一 般 廃 油 2,302 7 1 ｣1I- 3 64 1 ,2 9 1 1 40 5 4 1 0 20

園 型 油 14 O O 1 4 O O O O O

油 で い 49 4 O 26 1 8 O O 14 O

廃 酸 1 ,469 O O 1 ,4 1 2 O O O 57 O

魔 ア ル カ リ 73 O O 52 O O O 2 1 O

。十

廃プ フ 魔 プ フ ス チ ッ ク
ス チ｣ ソ

ク 類 廃 タ イ ヤ

5 , 900 25 O 2 , 589 829 544 2 333 47 1 , 5 3 1

魔 プ フ ス チ ッ ク 4,460 25 O 2 ,58 1 45 16 2 2 1 3 47 1 ,53 1

廃 タ イ ヤ 1 ,440 O O 8 784 5 28 O 1 20 O

紙 く ず 7 ,0 1 1 7 0 1 1

木 く ず 69,556 69 ,556

繊 維 く ず 479 479

動 植 物 性 残 渣 22 , 7 26 22 , 72 6

ゴ ム く ず 19 O O 1 9 O O O O O

金 属 く ず 2 1 ,0 1 3 1 1 99 1 7 , 5 33 1 , 1 1 3 2 3 1 1 46 1 , 2 1 8 662

ガフ ス く ず汲こび陶磁器 く ず 9 , 202 O O 7 , 0 1 9 1 6 7 1 0 1 ,898 252

鉱 さ い 48, 330 O 36 1 84 1 1 , 237 O O O O 909

建 設 廃 材 33 , 047 O O 9 1 O O O O 32 , 956

ダ ス ト 類 166 O O 1 66 O O O O O

家 畜 ふ ん 尿 91 6 , 580 9 1 6 , 580

家 畜 の 死 体 1 , 355 1 ,35 5

( 2 ) 産業廃棄物の処理 ･ 処分状況

ァ 処理 ･ 処分の概要

実態調査に よ っ て推定 された産業廃棄物の処理 ･ 処分状況は表 1 3 5 の と お り であ る 。 再生利用

量の う ち 73 % は堆 き ゅ う 肥 、 又は未処理の ま ま 農地還元 さ れて い る 家畜ふん尿が占めて い る 。
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表 1 38 産業廃棄物処理業者の事業実績
( 昭和6 1年度実績 )

区 分 処 理 実 績 ( t / 年 )

収 集 ･ 運 搬 量 5 5 , 8 3 4

中 間 処 理 量 1 , 3 6 1

最 終 処 分 量 3 0, 4 4 9

3 産業廃棄物処理施設の設置状況

産業廃棄物を処理す る施設の う ち 、 一定規模以上の も の について は産業廃棄物処理施設 と して届出

す る こ と と さ れて い る が 、 県内の届出施設設置状況及びその処理実績は表 139 の と お り であ る 。

表 1 39 産業廃棄物処理施設の設置状況

　 　
議

　
　

　
　　

　　
　
　　

　
　　　　　

　　　
　　

　　　　　
　

　
　

　

( 昭和62年 3 月 末現在 )

施 設 の 種 類 施 設 数 処 理 能 力 昭和61年度処理実績

汚 で い の 脱 水 施 設 1 5 3 , 1 49 ぜ/ 日 985 ,868 t

汚 で い の 乾 燥 施 設 2 64 ぜ/ 日 1 ,4 1 6 t

汚 で い の 焼 却 施 設 3 1 44 ぜ/ 日 5 6 ,493 t

廃 油 の 油 水 分 離 施 設 1 1 6 ぜ/ 日 o t

廃 油 の 焼 却 施 設 2 4 ぜ/ 日 383 t

コ ン ク リ ー ト 園 型 化 施 設 1 1 ぜ/ 日 6 t

最 終 処 分 場 9 1 95 , 265 m3 2 8 , 6 1 4 t

4 監視 ･ 指導状況

産業廃棄物関係の監視 ･ 指導状況は表 140 の と お り であ る 。

表 1 40 産業廃棄物関係監視 ･ 指導状況

( 昭和62年度 )

　 　立 入 場 所 立 入 検 査 件 数 理化学検査件数

排 出 事 業 所 8 5 7

産 業 廃 棄 物 処 理 業 者 2 3 O

中 間 処 理 施 設 7 2 2 4

最 終 処 分 場 9 5 7 1

そ の 他 1 8 O

合 。十 2 9 3 1 0 2
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第 9 章 中 小企業者 に対す る 貸付 け

( 1 ) 県では 、 企業か公害防止施設を設置す る場合に 、 企業の公害防止を側面か ら援助す る ため 、 昭和

46年度か ら 、 公害防止施設整備に対す る貸付を行 っ て い る 。

表 1 4 1 鳥取県設備近代化金融資金貸付制度 ( 昭和63年度 )

貸 付 対 象 中 小 企 業 者 又 は 事 業 協 同 組 合 等

対 象 施 設

貸 付 限 度 額

貸 付 利 率

返 済 方 法

取 扱 金 融 機 関

土地、 建物、 構築物、 機械設備

3 ,000 万円以内

年 5 0 %以内 ( 保証付の場合年 4 6 %以内 )

1 0 年以内 ( 1 年以内の据置 き を含む。 )

県指定金融機関

の 昭和55年度以降の貸付実績は 、 下表の と お り であ る 。
表 142 公害防止資金貸付実績

年 度 貸 付 件 数 貸 付 金 額

昭和55

56

5 7

58

59

60

6 1

62

5 件

4

6

3

1

2

0

8

7 , 380 万円

1 0 800

1 0 , 075

6220

3 000

3 , 5 00

1 4 078

表 143 施設別貸付実績

ノO 滋ぞご選迦
汚 水 処 理 施 設 はい じん防止施設 そ の 他

件 数 貸 付 金 額 件 数 貸 付 金 額 件 数 貸 付 金 額

昭和55

56

5 7

5 8

59

60

6 1

62

5 件

3

2

3

1

2

8

7 , 380 万円

9 000

2 , 825

6 2 20

3 , 000

3 , 500

1 4 0 78

一件

1

一万円

1 800

一件

4

一万円

7 250
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水質汚濁 26 件 ( 20 % ) 大気汚染 14 件 ( 1 1 % ) 振動 1 件 ( 1 % ) その他 25 件 ( 1 9 % ) と

な っ てい る 。

(3) 受理件数の多い市町村は、 鳥取市 39 件 ( 前年度 52 件 ) を最高に、 米子市 31 件 ( 前年度 28 件 )

倉吉市 9 件 ( 前年度 25 件 ) 、 境港市 7 件 ( 前年度 1 2 件 ) の順 と な っ て お り 、 ほ と ん どが市部に集

中 して い る 。

2 公害苦情の処理状況

昭和 62 年度におけ る公害苦情件数 129 件中解決 した も の 1 1 5 件で、 解決率は 89 % と な っ てい る 。

昭和 62 年度の公害苦情種類別処理状況は、 次の と お り であ る 。

公害の種、類、、、、区分 受 理 件 数 A 解 決 件 数 B 解決率 ( 暮 Xmo ) %

大 気 汚 染 1 4 1 2 86

水 質 汚 染 26 23 88

騒 音 33 29 88

振 動 11- O O

悪 臭 30 26 87

土 壌 汚 染

そ の 他 25 2 5 1 0 0

。十 1 2 9 1 15 8 9

3 公害苦情 の種類別発生源内訳

公害の発生源別では 、 製造業 3 1 件 ( 24 % ) 、 家庭 20 件 ( 1 6 % ) 、 建築土木工事 17 件 ( 1 3 % ) 、

商店飲食店 1 3 件 ( 1 0 % ) 畜産業 12 件 ( 9 % ) 交通機関 2 件 ( 2 % ) そ の 他 34 件 ( 26 % )

と な っ て い る 。

種 ＼類＼＼＼発生源 製造業 樂護
交 通
機 関

畜産業 家 庭 豪食落 その他 。十

大 気 汚 染 5 3 ｣11- 一1･よ 4 1 4

水 質 汚 染 5 ｣アーム 3 1 1 4 2 26

騒 音 6 9 2

一

2 7 7 33

振 動 11- 1

悪 臭 1 0 1L- 9 4 6 30

土 壌 汚 染 =
そ の 他 4 3 2 1 1 5 2 5

。十 3 1 1 7 2 1 2 20 1 3 34 1 29
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表 147 昭和 62 年度公害苦情件数禽満更分 新規 繰越 合。十 理
沈

処
解

年
越

翌
繰

合。十 備考鳥取市 39 3 う
乙

“
性

39 3 リ
ム

獲
れ"米子市 31 1 32 31 1 32倉吉市 9 9 7 2 9境港市 7 7 5 2 7岩美郡 国府町岩美町 福部村八頭郡 郡家町船岡町 河原町 八東町若桜町用瀬町佐治村 智頭町気高郡 気高町 1 1 1 1鹿野町 青谷町東伯郡 羽合町 2 1 3 リ

ム

｣1
具

Q
U泊村東郷町 1 1 1

1
-

1
･I

▲三朝町 関金町北条町大栄町 2 2 ｣1
I

▲

1
1

-

n
乙東伯町赤碕町西伯郡 西伯町会見町 1 1 ･1

｣
-

1
･I

-岸本町 2

ー

2 1
1

1
･I

-

り
&日嵩津村 1 1 1

1
-

1
･I

-淀江町 2 2 n
乙

n
乙大山町 1 1 1

I
^

｣ 1
-

-名和町 中山町日野郡 日南町日野町江府町溝口町
県 31 4 35 ^
]〉

n
乙

A
U

鵠

計 129 10 139 122 " 139

○　
　　



表 148 公害の種類別件数 ( 新規 )

＼＼＼、区分
＼＼＼＼市町村名

大 気 水 質 土 壌 騒 音 振 動 悪 臭 。十 そ の他 合 。十

鳥 取 市 6 4 1 4 6 3 0 9 3 9

米 子 市 3 1 2 6 2 1 1 0 3 1

倉 吉 市 3 2 3 8 1I▲ 9

境 港 市 2 J11̂ 4 7 7

岩 美 郡

国 府 町

岩 美 町

福 部 村

八 頭 郡

郡 家 町

船 岡 町

河 原 町

八 東 町

若 桜 町

用 瀬 町

佐 治 村

智 頭 町

気 高 郡

気 高 町 11- ず･I- ｣1I-

鹿 野 町

青 谷 町

東 伯 郡

羽 合 町 2 2 2

泊 村

東 郷 町 1I- 1 1

三 朝 町

関 金 町

北 条 町

大 栄 町 ･1且- 1 1 2

東 伯 町

赤 碕 町

西 伯 郡

西 伯 町

会 見 町 11- 1 1

岸 本 町 1 1 2 2

日 吉学彗訴寸

淀 江 町 ･11一 1 2 2

大 山 町 1 1 1

名 和 町

中 山 町

日 野 郡

日 南 町

日 野 町

江 府 町

溝 口 町

県 6 1 2 1 8 2 7 4 3 1

。十 1 4 2 6 3 3 1 3 0 1 0 4 2 5 1 2 9
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第 3 節 企業の公害防止管理者等の没置

公害防止管理者等の設置

昭和 46 年 6 月 に制定 された ｢特定工場におけ る公害防止組織の整備に関する法律卵こよ り 、 一定の要

件を備えた特定施設を有する工場は、 その特定施設の区分 ( 大気、 水質、 騒音、 粉 じん、 振動 〕 ご と

に公害防止管理者を選任する こ と を義務付け られ、 こ の ほか、 従業員の数、 工場の規模に よ っ て は、

公害防止統括者、 公害防止主任管理者 も選任 しなけれはな ら ない こ と にな っ て い る 。 本県におい て公

害防止管理者等を選任 して い る工場数は 5 1 工場であ る 。

表 1 49 公害防止管理者等設置状況

〔お

く 砂

業 種 名 工場数 公害防止統括者
大 気 関 係

公害防止管理者

水 質 関 係

公害防止管理者

騒音関係公害防止管理者 粉じん開係公害防止管理者 振動関係公害防止管理者 公害防止主任管理者第一種 第二種 第三種 第四種 第一種 第二種 第三種 第四種
(1 2) 食 料 品 製 造 業 6

4

(4) (会) る

Q 3) た ば こ 製 造 業 2 & (“)

04) 繊 維 工 業 2 (b 14 2

□の 木材、 木製品製造業 11▲ ( 丑 )
1

( 1 )

Q 8) 鷄 君エブ品 製紙造 業 2 & &
1

( 1 )
1

( 1 )

1

( 1 )

回 化 学 工 業 1･L- l

油 ･
囮碆 炭 製 品 製 造 業 1 1 の 錫

1

( 1 )

㈱ 肇 石 製 蓋 製 造 業 1 6
6

(6)
1

1 6

Q め

国 鉄 鋼 業 3 (翁)
1

( 1 ) & くる

筋) 金 属 製 品 製 造 業 6
6

(4) & (“) (仝)

倦の ガ ス 業 ｣1Î 1･l- 1

。十 5 1 遇 くも
23

(1 8) (わ
1

( 1 )

5

(2) (念)
1 7

く1 の (易) (b

( 注 ) 1 . 業種番号、 業種名は 日 本産業分類に よ る 。
2 ( ) は、 代理者の数であ る 。
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